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蛍光ランプの製造・輸出⼊禁⽌について 
 
 
⼀般照明⽤の蛍光ランプには微量の⽔銀が含まれているため、⽔銀添加製品の規制を定める国際
条約である「⽔銀に関する⽔俣条約」の締約国会議（第 5 回︓2023 年 11 ⽉）において、こうし
た蛍光ランプをその種類に応じて 2027 年末までに段階的に廃⽌することが決定しました。 
 
こうした決定を受けて、国内では、2024 年 12 ⽉に「⽔銀による環境の汚染の防⽌に関する法律
施⾏令の⼀部を改正する政令」が閣議決定、公布されました。これにより、⽔銀添加製品である⼀
般照明⽤の蛍光ランプの製造については、その種類に応じて段階的に禁⽌されます。 
 
※輸出⼊の禁⽌については外国為替及び外国貿易法により措置されます。 
 
禁⽌対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出⼊が禁⽌されます。（禁⽌期限後において
も在庫品の流通・販売や既存製品の継続使⽤は可能です。）⼀般照明⽤の蛍光ランプを使⽤してい
る設備等について、計画的な LED 照明への交換を進めていただきたく、会員企業様等への周知に
御協⼒をいただきますようお願いをいたします。その際、ぜひ添付のチラシや以下のウェブペー
ジも併せてご紹介いただけますと幸いです。 
 
（参考） 
○⼀般照明⽤の蛍光ランプの規制について（環境省） 
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html 
○蛍光ランプの廃⽌について（経済産業省︓特設ページ） 
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/mercury/fltokusetu.html 
○蛍光灯を LED 照明に変更する際の注意喚起（独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構） 
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2024fy/prs250327.html 
 
以上、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 
ご不明点等があれば以下までご連絡いただければと存じます。 
 
【お問合せ先】 
（⽔俣条約による蛍光ランプの製造及び輸出⼊禁⽌に関すること） 
経済産業省官房産業保安・安全グループ化学物質管理課 
TEL︓03-3501-0080 e-mail︓bzl-suigin@meti.go.jp 
環境省⼤⾂官房環境保健部化学物質安全課⽔銀・化学物質国際室 
TEL︓03-5521-8260 e-mail︓suigin@env.go.jp 



 
（照明器具の製品安全に関すること） 
経済産業省⼤⾂官房産業保安・安全グループ製品安全課 
TEL︓03-3501-4707 e-mail︓bzl-s-shoho-seihinanzen@meti.go.jp 
 
（LED 照明への交換に関すること） 
経済産業省商務情報政策局情報産業課 
TEL︓03-3501-6944 e-mail︓bzl-johosangyo-syomei@meti.go.jp 
 
 

経済産業省 製造産業局 
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お困りごとや不明点がある場合はお近くの電気店や電気工事店にご相談ください。

おうちの照明、まだ蛍光灯？

照明器具ごとに写真を撮りましょう

ご自宅の照明器具の写真を撮って、販売店や工事店に相談しましょう。
写真で販売店でのサポートがスムーズに！

LED に関する詳しい情報は特設サイトで！

②器具とランプの銘板①照明器具の全景
（カバーがある場合は外しましょう）

お家の間取り、照明をCHECK!

玄関・内玄関

浴室・洗面所

階段・廊下

リビング・ダイニング

キッチン

トイレ

子供部屋
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一般照明用蛍光ランプは 2027年末までに製造が禁止に。
蛍光灯が切れたタイミング等で、計画的にLED照明に交換しましょう。

おうちの蛍光灯を
切　替　LEDに り え

おうちの蛍光灯を
切　替　LEDに り え

（例）引っ掛けシーリング※

※釣り下げ式の場合は根本部分（引っ掛けシーリング）も！


